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本
稿
は
近
年
の
城
柵
研
究
の
進
展
を
受
け
、
鞠
智
城
と
東
北
の
城
柵
に
つ
い
て
、
両
者
の
軍
事
・
支
援
機
能
に
加
え
、
管
理
・
経
営
体
制
の
面
か
ら
も
比
較
分
析
を
加

え
る
こ
と
で
、
築
城
時
と
九
世
紀
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鞠
智
城
の
機
能
と
そ
の
社
会
的
位
置
づ
け
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
章
で
は
、
築
城
時
に
お
け
る
鞠
智
城
の
軍
事
・
支
援
機
能
に
比
較
分
析
を
加
え
、
前
者
に
つ
い
て
は
由
理
柵
と
覚
鱉
城
に
お
け
る
軍
事
機
能
か
ら
、
後
者
に
つ
い

て
は
多
賀
城
か
ら
胆
沢
城
に
対
す
る
軍
粮
・
兵
員
輸
送
の
事
例
か
ら
検
討
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
鞠
智
城
が
古
代
官
道
で
あ
る
「
車
路
」
沿
い
に
あ
る
こ
と
で
、

敵
の
侵
入
を
遮
断
す
る
機
能
を
有
し
、
か
つ
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
お
い
て
支
援
機
能
を
有
す
る
た
め
、
大
宰
府
に
対
す
る
支
援
機
能
を
発
揮
し
得
た
と
結
論
付
け
た
。

　

第
二
章
で
は
、
築
城
時
に
お
け
る
鞠
智
城
の
管
理
・
経
営
体
制
に
つ
い
て
比
較
分
析
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
最
初
に
、
城
柵
が
有
事
に
も
自
律
的
に
蝦
夷
支
配
を
展
開

で
き
る
よ
う
、
柵
戸
と
夷
俘
を
経
営
基
盤
と
し
て
人
的
・
物
的
資
源
を
あ
る
程
度
自
給
自
足
す
る
経
営
体
制
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
鞠
智
城

は
大
宰
府
の
管
理
・
指
揮
下
に
て
機
能
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
城
柵
の
よ
う
な
自
律
性
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
結
論
付
け
た
。

　

第
三
章
で
は
、
九
世
紀
に
お
け
る
鞠
智
城
の
管
理
・
経
営
体
制
に
つ
い
て
比
較
分
析
を
行
っ
た
。
な
か
で
も
九
世
紀
の
大
宰
府
管
内
に
お
け
る
軍
備
縮
小
と
、
新
羅
に

対
す
る
警
戒
感
の
高
ま
り
に
注
目
し
、
鞠
智
城
で
は
こ
う
し
た
情
勢
の
下
、
経
営
維
持
の
た
め
に
周
辺
集
落
が
経
営
基
盤
に
組
み
こ
ま
れ
た
と
推
測
し
た
。
こ
の
結
果
、

鞠
智
城
は
城
柵
と
同
様
、
人
的
・
物
的
資
源
を
あ
る
程
度
自
給
自
足
し
、
有
事
に
は
周
辺
住
民
と
城
柵
と
が
一
体
と
な
っ
て
防
衛
に
あ
た
る
、
自
律
的
な
組
織
と
し
て
再

編
成
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
こ
の
再
編
成
に
よ
っ
て
鞠
智
城
は
、
軍
備
縮
小
に
よ
り
軍
粮
や
兵
員
の
輸
送
が
困
難
と
な
る
大
宰
府
管
内
に
お
い
て
、
肥
後

国
に
お
け
る
対
新
羅
用
の
軍
事
拠
点
と
し
て
、
高
い
戦
略
的
価
値
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
結
論
付
け
た
。

要
旨城

柵
と
の
比
較
か
ら
み
た
鞠
智
城
の
管
理
・
経
営
体
制

岡
﨑
怜
央
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城
柵
と
の
比
較
か
ら
み
た
鞠
智
城
の
管
理
・
経
営
体
制

岡
﨑
怜
央

は
じ
め
に

　

西
日
本
の
古
代
山
城
は
鞠
智
城
を
含
め
、
そ
の
多
く
が
対
外
防
衛
に
お
け
る

拠
点
と
し
て
築
城
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
東
北
の
城
柵
は
、
越
後
・
出
羽
・

陸
奥
三
国
司
の
職
掌
で
あ
る
「
饗
給
。
征
討
。
斥
候
。」 

１
に
基
づ
く
蝦
夷
支
配

の
拠
点
と
し
て
造
営
さ
れ
（
今
泉
一
九
九
〇
）、
国
郡
支
配
を
準
備
す
る
な
ど

（
平
川
一
九
八
七
）、
行
政
組
織
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
と
の
評
価
を
受

け
て
き
た
。と
こ
ろ
が
近
年
の
発
掘
成
果
に
よ
っ
て
、城
柵
は
そ
の
用
途
に
よ
っ

て
、
多
様
な
形
態
及
び
機
能
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
で
（
村

田
二
〇
〇
四
、村
田
二
〇
〇
七
）新
た
な
城
柵
理
解
が
模
索
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
（
熊
谷
二
〇
〇
九
）。

　

こ
う
し
た
城
柵
研
究
の
進
展
は
、
古
代
山
城
研
究
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な

く
、
城
柵
に
関
す
る
新
た
な
知
見
を
古
代
山
城
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

は
、
古
代
山
城
研
究
の
進
展
に
も
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
近
年
の
城
柵
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
、
鞠
智
城
と
城
柵
と
の
比
較
分

析
を
加
え
る
事
で
、
鞠
智
城
の
有
し
た
機
能
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
ま
た
、

こ
れ
と
併
せ
て
、
本
稿
で
は
、
管
理
・
経
営
体
制
の
面
か
ら
も
両
者
の
比
較
分

析
を
行
う
。
鞠
智
城
と
城
柵
は
と
も
に
有
事
に
機
能
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
た

組
織
で
あ
る
点
に
共
通
性
が
あ
り
、
ま
た
、
軍
事
機
能
を
果
た
す
に
あ
た
っ
て
、

多
く
の
人
的
・
物
的
資
源
を
必
要
と
す
る
点
で
も
共
通
点
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ

で
こ
の
二
つ
の
共
通
点
に
焦
点
を
当
て
、
両
者
の
管
理
・
経
営
体
制
に
つ
い
て

比
較
・
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鞠
智
城
を
含
む
古
代
山
城
の
運
用
思

想
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
九
世
紀
ご
ろ
の
鞠
智
城
に
み
ら
れ
る
機
能
変
化

に
よ
っ
て
、
鞠
智
城
が
地
域
社
会
に
お
い
て
獲
得
し
た
位
置
づ
け
の
解
明
を
試

み
る
。

一
、
鞠
智
城
と
城
柵

⑴
鞠
智
城
の
時
期
区
分

　

鞠
智
城
の
管
理
・
経
営
体
制
の
変
化
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
そ
の

変
化
と
密
接
に
関
わ
る
と
み
ら
れ
る
鞠
智
城
の
時
期
区
分
に
つ
い
て
み
て
お

き
た
い(

熊
本
県
教
育
委
員
会
二
〇
一
二)

。
鞠
智
城
の
時
期
区
分
に
つ
い
て

は
、
次
の
五
期
区
分
が
用
い
ら
れ
る
。

Ⅰ
期
（
７
世
紀
第
３
四
半
期
～
第
４
四
半
期
）
創
建
期

外
郭
線
が
構
築
さ
れ
て
い
く
な
か
、
掘
立
柱
建
物
群
が
建
設
さ
れ
、
貯
水
池
が

造
成
さ
れ
る
。
城
と
し
て
の
主
た
る
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
段
階
。

Ⅱ
期
（
７
世
紀
末
～
８
世
紀
第
１
四
半
期
前
半
）
隆
盛
期

城
の
管
理
・
運
営
を
掌
っ
た
と
み
ら
れ
る
「
コ
」
字
形
に
配
置
さ
れ
た
掘
立
柱

建
物
群
や
総
柱
建
物
群
が
出
現
す
る
。
内
部
施
設
の
充
実
が
図
ら
れ
た
段
階
。

　
Ⅲ
期
（
８
世
紀
第
１
四
半
期
後
半
～
８
世
紀
第
３
四
半
期
）
転
換
期

掘
立
総
柱
建
物
が
小
型
礎
石
を
使
用
し
た
礎
石
建
物
へ
と
建
て
替
え
ら
れ
る

な
ど
、
施
設
の
耐
久
性
向
上
が
図
ら
れ
る
。
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Ⅳ
期
（
８
世
紀
第
４
四
半
期
～
９
世
紀
第
３
四
半
期
）
変
革
期

礎
石
建
物
の
大
型
化
が
図
ら
れ
る
一
方
、「
コ
」
字
形
建
物
群
が
消
失
し
、
貯

水
池
の
一
部
が
埋
没
し
始
ま
る
。

Ⅴ
期
（
９
世
紀
第
４
四
半
期
～
10
世
紀
第
３
四
半
期
）
終
末
期

礎
石
建
物
が
焼
失
す
る
な
ど
、
機
能
が
著
し
く
低
下
す
る
も
の
の
、
新
た
に
大

型
礎
石
建
物
が
造
営
さ
れ
て
お
り
、
城
は
存
続
。

⑵
鞠
智
城
の
築
城
と
そ
の
目
的

　

城
柵
は
先
述
の
よ
う
に
、
大
化
の
改
新
後
に
国
家
支
配
の
北
進
と
と
も
に

造
営
さ
れ
た
。
そ
の
初
期
形
態
で
あ
る
磐
舟
柵
に
つ
い
て
は
「
以
備
二
蝦
夷
一
」

た
め
に
造
営
さ
れ

２
、
当
初
よ
り
蝦
夷
支
配
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
備
え
た

施
設
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
城
柵
は
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
に

築
城
さ
れ
た
多
賀
城
以
降
、
区
画
施
設
を
有
す
る
政
庁
と
、
築
地
塀
な
ど
か
ら

な
る
外
郭
の
二
重
構
造
を
基
本
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
も
城
柵
は

造
営
が
続
け
ら
れ
、
三
十
八
年
戦
争
を
経
た
の
ち
、
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）

の
徳
政
相
論
に
よ
っ
て
拡
大
政
策
が
放
棄
さ
れ
る
と

３
、
城
柵
の
造
営
に
つ
い

て
も
停
止
さ
れ
る
に
至
っ
た

４
。

　

一
方
、
鞠
智
城
含
む
西
日
本
の
古
代
山
城
は
、
そ
の
多
く
が
天
智
二
年

（
六
六
三
）
の
白
村
江
で
の
敗
戦
を
受
け
、
大
宰
府
を
中
心
と
す
る
対
外
防
衛

体
制
が
構
築
さ
れ
る
中
で
築
城
さ
れ
た
。
た
だ
し
鞠
智
城
の
場
合
、
大
宰
府
か

ら
六
十
二
キ
ロ
も
離
れ
た
位
置
に
あ
り
、
か
つ
他
の
古
代
山
城
と
異
な
り
内
陸

部
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
設
置
目
的
に
つ
い
て
は
、
対
外
防
衛
以
外
の

機
能
を
も
有
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、「
車
路
」

と
呼
ば
れ
る
古
代
官
道
の
存
在
で
あ
る
（
第
１
図
）。
鞠
智
城
は
こ
の
官
道
沿

い
位
置
し
て
お
り
、
特
に
筑
紫
か
ら
薩
摩
、
有
明
海
側
か
ら
豊
後
・
日
向
へ
と

通
じ
る
交
通
の
要
衝
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。（
鶴

嶋
一
九
九
七
）。
ま
た
、
鞠
智
城
は
菊
池
川
流
域
の
穀
倉
地
帯
で
あ
る
菊
鹿
盆

地
の
近
隣
に
も
位
置
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
稲
穀
の
輸
送
・
貯
蓄
に

お
い
て
鞠
智
城
が
何
ら
か
の
働
き
を
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
鞠
智
城
の
設
置
目
的
と
そ
の
機
能
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
基

礎
と
な
る
仮
説
を
示
し
た
の
が
坂
本
経
堯
氏
で
あ
る
（
坂
本
一
九
三
七
）。
坂

本
氏
は
鞠
智
城
の
機
能
に
つ
い
て
、
①
有
明
海
か
ら
侵
入
し
た
外
敵
に
対
す
る

防
衛
、
②
大
宰
府
の
有
事
に
備
え
た
物
資
・
兵
器
の
貯
蓄
、
③
熊
襲
・
薩
摩
へ

の
備
え
で
あ
る
と
の
仮
説
を
示
し
、
こ
の
仮
説
は
そ
の
後
の
研
究
で
も
発
展
的

に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た

５
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
城
柵
は
そ
の
設
置
目
的
を
当
初
か
ら
蝦
夷
支
配
と
し
て
い

た
の
に
対
し
、
鞠
智
城
は
対
外
防
衛
の
他
に
も
何
ら
か
の
機
能
を
有
し
た
と

み
ら
れ
る
も

の
の
、
こ
れ

に
つ
い
て
は

は
っ
き
り
し

な
い
。
そ
こ

で
次
節
で
は

坂
本
氏
が
示

し
た
仮
説
の

う
ち
、
①
の

つ
い
て
は
鞠

智
城
と
城
柵

の
軍
事
機
能

第1図　西海道の駅路と古代山城・城柵
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を
比
較
す
る
こ
と
で
、
②
、
③
に
つ
い
て
は
、
軍
粮
・
兵
員
の
輸
送
に
お
け
る

両
者
の
支
援
機
能
を
比
較
す
る
こ
と
で
そ
の
実
現
性
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

⑶
城
柵
の
軍
事
機
能

　

城
柵
の
軍
事
機
能
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
特
に
考
古
学
的
な
視

角
か
ら
、
軍
事
施
設
と
し
て
の
脆
弱
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
史
料
か

ら
は
、
城
柵
が
特
に
敵
の
侵
入
に
対
す
る
防
衛
拠
点
と
し
て
、
そ
の
軍
事
機
能

を
発
揮
し
た
事
例
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
、
出
羽
国

鎮
狄
将
軍
で
あ
る
安
倍
家
麻
呂
が
一
度
廃
城
と
な
っ
た
秋
田
城
の
再
興
を
定
め

た
際
の
次
の
史
料
で
あ
る
。

	

【
史
料
１
】『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
八
月
乙
夘(

二
十
三
日)

条

	

（
上
略
）下
報
曰
。
夫
秋
田
城
者
、前
代
将
相
僉
議
所
レ
建
也
。
禦
レ
敵
保
レ
民
。

	

久
経
二
歳
序
一
。
一
旦
挙
而
棄
レ
之
。
甚
非
二
善
計
一
也
。
宜
下
且
遣
二
多
少

	

軍
士
一
、
為
レ
之
鎮
守
上
。
勿
レ
令
レ
衂
二
彼
帰
服
之
情
一
。
仍
即
差
二
使
若

	

国
司
一
人
一
、
以
為
二
専
当
一
。
又
由
理
柵
者
、
居
二
賊
之
要
害
一
、
承
二
秋

	

田
之
道
一
。
亦
宜
二
遣
レ
兵
相
助
防
禦
一
。（
下
略
）

　
【
史
料
１
】
で
は
、
秋
田
城
の
再
興
に
あ
た
っ
て
、
由
理
柵
に
兵
を
送
り
、

共
同
で
防
衛
に
あ
た
る
こ
と
が
下
令
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
る
由
理
柵
は

「
居
二
賊
之
要
害
一
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、特
に
蝦
夷
の
重
要
拠
点
上
に
あ
り
、「
亦

宜
二
遣
レ
兵
相
助
防
禦
一
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
蝦
夷
の
侵
入
を
阻
止
す
る
役

割
を
有
し
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
同
様
の
設
置
目
的
は
次
の
覚
鱉
城
の
事
例
か

ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

	

【
史
料
２
】『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
二
月
丁
酉
（
二
日
）
条

	

陸
奧
国
言
、
欲
下
取
二
船
路
一
伐
中
撥
遺
賊
上
、
比
年
甚
寒
、
其
河
已
凍
、
不

	

レ
得
二
通
船
一
。
今
賊
来
犯
不
レ
已
。
故
先
可
レ
塞
二
其
寇
道
一
。
仍
須
下
差
二

	

発
軍
士
三
千
人
一
、
取
二
三
四
月
雪
消
、
雨
水
汎
溢
之
時
一
、
直
中
進
賊
地
上
。

	

因
造
二
覚
鱉
城
一
。
於
是
下
レ
勅
曰
、海
道
漸
遠
、来
犯
無
レ
便
。
山
賊
居
レ
近
、

	

伺
レ
隙
来
犯
、
遂
不
二
伐
撥
一
、
其
勢
更
強
。
宜
下
造
二
覚
鱉
城
一
得
中
胆
沢
之

	

地
上
、
両
国
之
息
莫
レ
大
中
於
斯
。

　

こ
こ
で
は
蝦
夷
の
攻
撃
に
対
し
、
そ
の
侵
入
路
を
塞
ぐ
た
め
に
覚
鱉
城
を
造

る
と
あ
り
、
由
理
柵
と
同
様
、
覚
鱉
城
も
ま
た
、
敵
の
侵
入
路
を
塞
ぐ
た
め
の

軍
事
拠
点
と
し
て
の
役
割
が
確
認
さ
れ
る
。
特
に
由
理
柵
と
覚
鱉
城
が
交
通
の

要
衝
に
お
け
る
防
衛
拠
点
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
こ
れ
と
同
様
、

有
明
海
方
面
か
ら
筑
紫
・
大
宰
府
方
面
へ
向
か
う
車
路
上
に
位
置
し
た
鞠
智
城

に
つ
い
て
も
、
敵
の
攻
撃
に
際
し
て
、
軍
事
機
能
の
発
揮
が
期
待
さ
れ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

⑷
城
柵
の
支
援
機
能

　

坂
本
氏
が
示
し
た
仮
説
②
、
③
の
う
ち
、
特
に
③
に
つ
い
て
、
鞠
智
城
と
隼

人
の
居
住
す
る
薩
摩
地
域
と
の
距
離
が
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
お

り
、
隼
人
対
策
を
主
と
す
る
施
設
と
し
て
、
距
離
が
離
れ
す
ぎ
て
い
る
と
の
指

摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
木
村
二
〇
一
四
）。
そ
こ
で
城
柵
に
お
け
る
軍
粮
・
兵

員
輸
送
に
お
け
る
支
援
距
離
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
そ
の
実
現
性
を
考
え

て
み
よ
う
（
第
２
図
）。

　

城
柵
の
支
援
機
能
に
つ
い
て
、
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
に
実
施
さ
れ
た
桓

武
朝
の
第
一
次
征
討
で
は
、
補
給
基
地
の
玉
造
塞

６
か
ら
直
線
距
離
で
六
三
キ
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ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
あ
る
胆
沢
城
へ
の
軍
粮
輸
送
の
事
例
が
確
認
で
き
る

（
五
十
嵐
二
〇
一
五
）。
こ
れ
よ
り
長
距
離
へ
の
支
援
を
行
お
う
と
し
た
城
柵
の

事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
多
賀
城
か
ら
胆
沢
城
へ
の
兵
員
輸
送
の
事
例

で
あ
る
。

	

【
史
料
３
】『
続
日
本
後
紀
』
承
和
六
年
四
月
丁
丑
（
二
十
六
日
）
条

	

（
上
略
）
勅
二
符
陸
奧
守
正
五
位
下
良
岑
朝
臣
木
連
、
鎮
守
将
軍
外
従
五

	

位
下
匝
瑳
宿
祢
末
守
等
一
、
得
二
今
月
十
三
日
奏
状
一
、
知
レ
調
二
発
援
兵

	

一
千
人
一
。案
二
奏
状
一
稱
、災
星
屡
見
。地
震
是
頻
。奥
県
百
姓
、多
以
レ
畏
逃
。

	

又
胆
沢
多
賀
両
城
之
間
、
異
類
延
蔓
、
控
弦
数
千
、
如
有
二
警
急
一
。
難

	

レ
可
二
支
禦
一
。
須
下
徴
二
発
援
兵
一
、
静
レ
民
赴
上
レ
農
。
又
多
賀
城
者
、
為

	

二
胆
沢
之
後
援
一
、不
レ
益
二
兵
数
一
。
何
以
救
レ
急
。（
中
略
）今
依
レ
請
許
レ
之
。

	

宜
下
能
守
二
要
害
一
兼
制
中
権
変
上
。

　
【
史
料
３
】
で
は
、
承
和
六
年
（
八
三
九
）
に
、
胆
沢
城
と
多
賀
城
と
の
間

で
武
装
し
た
俘
囚
（
控
弦
）
が
多
数
い
る
た
め
、「
胆
沢
之
後
援
」
で
あ
る
多

賀
城
で
援
兵
が
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
多
賀
城
の
援
兵
に
つ
い
て
は
「
救
レ
急
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
有
事
の
際
に
胆
沢
城
へ
と
派
遣
す
る
た
め
の
援
兵
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る

７
。
多
賀
城
と
胆
沢
城
と
の
間
は
直
線
距
離
に
し
て
九
十
七

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
が
あ
る
が
、
史
料
か
ら
は
こ
の
距
離
に
お
い
て
多
賀
城

は
胆
沢
城
へ
の
支
援
拠
点
と
し
て
機
能
し
得
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
但
し
次

の
史
料
よ
り
、
多
賀
城
が
実
際
に
こ
の
距
離
間
で
支
援
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と

は
現
実
的
に
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

	

【
史
料
４
】『
日
本
後
紀
』
弘
仁
五
年
十
一
月
己
丑
（
十
七
日
）
条

	

陸
奧
国
言
、
胆
沢
・
徳
丹
二
城
、
遠
去
二
国
府
一
、
孤
居
レ
塞
表
一
。
城
下

	

及
津
軽
狄
俘
、
野
心
難
レ
測
、
至
レ
於
非
常
一
。
不
レ
可
レ
不
レ
備
。
伏
望
豫

	

備
二
糒
塩
一
、
収
二
置
両
城
一
者
。
許
レ
之
。

　

こ
こ
で
は
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
に
、
胆
沢
城
と
徳
丹
城
が
陸
奥
国
府
で
あ

る
多
賀
城
ま
で
の
距
離
が
遠
く
、
孤
立
す
る
な
か
、
周
辺
の
狄
俘
に
不
穏
な
動

き
が
あ
る
と
し
て
、
両
城
で
の
事
前
の
食
料
備
蓄
を
陸
奥
国
が
申
請
し
、
こ
れ

が
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
対
応
か
ら
実
際
の
輸
送
に
お
い
て
、
お
よ
そ
一
〇
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
た
地
点
へ
の
輸
送
が
現
実
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
そ
こ
で
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
鞠
智
城
か
ら
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
離
れ
た
薩
摩
地
域
へ
の
軍
粮
・
兵
員
輸
送
に
お
い
て
鞠
智
城
が
支
援

機
能
を
直
接
発
揮
で
き
た
と
は
考
え
に
く
い
。
一
方
、
鞠
智
城
か
ら
六
二
キ
ロ

第2図　　古代東北の城柵と推定交通路
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メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
あ
る
大
宰
府
へ
の
支
援
機
能
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
よ
っ
て

鞠
智
城
の
当
初
の
設
置
目
的
に
つ
い
て
は
、
有
事
に
お
け
る
大
宰
府
支
援
が
想

定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
鞠
智
城
と
城
柵
と
の
比
較
か
ら
、
鞠
智
城
の
設
置
目
的
と
そ
の
機
能

に
つ
い
て
は
、
坂
本
氏
が
提
示
し
た
①
、
②
、
③
の
う
ち
、
特
に
①
と
②
に
つ

い
て
は
鞠
智
城
に
お
い
て
も
城
柵
と
同
様
に
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

続
い
て
次
章
で
は
鞠
智
城
と
城
柵
と
の
管
理
・
経
営
体
制
を
比
較
す
る
こ
と

で
、
両
者
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

二
、
城
柵
と
の
比
較
か
ら
み
た
鞠
智
城

⑴
城
柵
の
管
理
体
制

　

先
に
城
柵
の
管
理
・
経
営
体
制
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
律
令
制
下
に
お
い

て
城
柵
は
国
司
が
管
理
し
て
お
り
、
現
地
管
理
を
担
当
す
る
官
人
の
地
位
と
し

て
「
城
主
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
次
の
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。

	

【
史
料
５
】『
養
老
令
』
軍
防
令
52
辺
城
門
条	

	

凡
辺
城
門
、
晩
開
早
閉
。
若
有
二
事
故
一
、
須
二
夜
開
者
、
設
レ
備
乃
開
一
。	

	

若
城
主
有
二
公
事
一
、
須
二
出
レ
城
検
行
一
者
、
不
レ
得
二
倶
出
一
。
其
管
レ
鎰
、	

	

城
主
自
掌
。
執
レ
鑰
開
閉
者
。
簡
二
謹
慎
家
口
重
大
者
一
充
レ
之
。

	

【
史
料
６
】『
養
老
令
』
衛
禁
律
辺
城
門
条

	

凡
越
二

兵
庫
垣
、
及
筑
紫
城
一
、
徒
一
年
。
陸
奥
越
後
出
羽
等
柵
亦
同
、

	

（
中
略
）
即
兵
庫
及
城
柵
等
門
、
応
レ
閉
忘
誤
不
レ
下
レ
鍵
、
若
毀
レ
管
鍵
一

	

而
開
、
各
杖
六
十
、
錯
下
レ
鍵
、
及
不
レ
由
レ
鑰
而
開
者
、
即
城
主
無
レ
故

	

開
閉
者
与
二
越
罪
一
同
。

　
【
史
料
５
】
は
「
辺
城
門
」
の
開
閉
と
鑰
の
管
理
に
関
す
る
条
文
で
、
こ
こ

で
い
う
「
辺
城
」
は
「
筑
紫
城
」
と
「
陸
奥
・
越
後
・
出
羽
柵
等
」
を
指
し
（
今

泉
一
九
九
〇
）、
こ
れ
に
よ
る
と
城
主
は
城
門
の
開
閉
と
鑰
の
管
理
を
行
う
と

い
う
。
ま
た
【
史
料
６
】
で
は
、
理
由
な
く
門
の
開
閉
を
行
っ
た
城
主
に
つ
い

て
は
越
罪
と
同
様
に
扱
う
と
し
て
お
り
、
こ
れ
よ
り
城
主
は
、
城
門
と
鑰
の
管

理
を
掌
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
こ
の
ほ
か
城
柵
で
は
、
律
令
に
規
定
が
な
い
地
位
と
し
て
「
城
司
」
が

置
か
れ
、
九
世
紀
の
秋
田
城
や
雄
勝
城
に
お
い
て
「
秋
田
城
城
司
」
や
「
雄

勝
城
城
司
」
と
し
て
国
司
が
赴
任
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
熊
谷

二
〇
〇
七
）。
こ
れ
ら
城
司
は
城
柵
に
て
蝦
夷
支
配
の
指
揮
を
執
り
、
後
述
す

る
城
柵
の
自
律
的
な
組
織
と
し
て
の
機
能
を
支
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵
城
柵
の
経
営
基
盤

　

そ
れ
で
は
次
に
城
柵
の
経
営
基
盤
を
見
て
み
よ
う
。
城
柵
経
営
に
特
徴
的
な

こ
と
と
し
て
、
城
柵
に
付
属
す
る
柵
戸
や
夷
俘
に
よ
っ
て
、
人
的
・
物
的
資
源

が
生
産
・
供
給
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
熊
谷
一
九
九
〇
）。

　

柵
戸
は
坂
東
諸
国
や
北
陸
道
諸
国
な
ど
の
他
地
域
か
ら
国
家
に
よ
っ
て
城
柵

周
辺
へ
と
移
配
・
把
握
さ
れ
た
公
民
身
分
に
属
す
る
人
々
で
あ
り

１
０

、
城
柵

周
辺
に
移
配
・
定
着
す
る
こ
と
で
、
そ
の
地
域
の
安
定
化
に
貢
献
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
た
。
柵
戸
の
存
在
は
初
期
城
柵
で
あ
る
淳
足
柵
や
磐
舟
柵
か
ら
確
認

さ
れ
、
九
世
紀
初
頭
の
胆
沢
城
ま
で
移
配
が
続
け
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

も
う
一
方
の
夷
俘
は
、
こ
こ
で
は
国
家
に
服
属
し
た
蝦
夷
と
俘
囚
を
指
す
。

古
垣
玲
氏
に
よ
る
と
、前
者
が
地
縁
的
集
団
性
を
維
持
し
た
ま
ま
国
家
に
服
属
・
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把
握
さ
れ
た
人
々
で
あ
り
、
後
者
が
集
団
性
を
失
い
、
個
別
的
に
服
属
・
把
握

さ
れ
た
人
々
を
指
す
と
い
う
（
古
垣
一
九
八
八
）。
こ
れ
ら
夷
俘
は
城
柵
か
ら

食
料
等
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
で
、
柵
戸
と
同
様
、
地
域
へ
の
定
着
が
図
ら
れ
た
。

七
世
紀
後
半
に
は
こ
れ
に
類
似
し
た
存
在
と
し
て
「
柵
養
蝦
夷
」
が
確
認
さ
れ

る
こ
と
か
ら

１
１

、
城
柵
へ
の
夷
俘
の
付
属
は
柵
戸
と
同
じ
く
、
初
期
城
柵
か

ら
行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
柵
戸
や
夷
俘
は
城
柵
の
周
辺
に
住
み
、

城
柵
経
営
に
必
要
な
軍
粮
や
労
働
力
を
生
産
・
供
給
し
た
と
さ
れ
、
こ
の
自
給

自
足
に
よ
り
城
柵
は
、
有
事
に
も
自
律
的
に
蝦
夷
支
配
を
展
開
す
る
こ
と
が
で

き
た
（
熊
谷
一
九
九
〇
）。
例
え
ば
次
に
掲
げ
る
史
料
で
は
、
城
柵
に
付
属
し

た
と
み
ら
れ
る
柵
戸
や
夷
俘
が
、
城
柵
の
造
営
に
当
た
っ
て
、
労
働
力
と
し
て

使
役
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

	

【
史
料
７
】『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
十
二
月
丙
午
（
一
日
）
条

	

徴
二
発
坂
東
騎
兵
。
鎮
兵
。
役
夫
。
及
夷
俘
等
一
。
造
二
桃
生
城
・
小
勝
柵	

	

一
。
五
道
倶
入
。
並
就
二
功
役
一
。（
下
略
）

　

ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
経
営
体
制
を
採
用
す
る
が
ゆ
え
に
、
城

柵
で
は
柵
戸
・
夷
俘
ら
の
定
着
が
必
須
と
さ
れ
、
有
事
に
は
彼
ら
を
保
護
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

	

【
史
料
８
】『
続
日
本
紀
』
宝
亀
六
年
三
月
丙
辰
（
二
十
三
日
）
条

	

陸
奥
蝦
賊
騷
動
。
自
レ
夏
渉
レ
秋
、
民
皆
保
レ
塞
、
田
疇
荒
廃
。
詔
復
二
当

	

年
課
役
田
租
一
。

　
【
史
料
８
】
で
は
、
こ
の
前
年
に
あ
た
る
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
の
桃
生
城

襲
撃
か
ら
始
ま
っ
た
三
十
八
年
戦
争
に
よ
っ
て
、
柵
戸
と
み
ら
れ
る
民
が
夏
か

ら
秋
に
か
け
て
城
柵
に
籠
城
し
、
こ
れ
を
守
っ
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
記
述
か

ら
は
有
事
に
お
い
て
城
柵
と
柵
戸
は
、
相
互
に
協
力
し
あ
う
関
係
に
あ
っ
た
こ

と
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
様
の
事
象
は
次
に
掲
げ
る
史
料
か
ら
も

確
認
さ
れ
る
。

	

【
史
料
９
】『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
三
月
丁
亥(

二
十
二
日)

条

	

（
上
略
）
至
レ
是
呰
麻
呂
自
為
二
内
応
一
、唱
二
誘
俘
軍
一
而
反
。
先
殺
二
大
楯
一
、

	

率
レ
衆
囲
二
按
察
使
広
純
一
、
攻
而
害
レ
之
。
独
呼
二
介
大
伴
宿
祢
真
綱
一
開

	

二
囲
一
角
一
而
出
、
護
二
送
多
賀
城
一
。（
中
略
）
城
下
百
姓
競
入
欲
レ
保
二

	

城
中
一
。
而
介
真
綱
、
掾
石
川
浄
足
、
潜
出
二
後
門
一
而
走
。
百
姓
遂
無
レ
所

	

レ
拠
、
一
時
散
去
。（
下
略
）

　

こ
こ
で
は
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
の
伊
治
呰
麻
呂
の
乱
に
て
、
陸
奥
介
大

伴
真
綱
の
下
、
柵
戸
と
み
ら
れ
る
百
姓
が
多
賀
城
に
籠
城
し
て
城
の
防
衛
に
当

た
ろ
う
と
し
た
が
、
真
綱
が
城
を
抜
け
出
し
た
こ
と
で
百
姓
ら
も
散
り
散
り
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
顛
末
を
伝
え
る
。
こ
の
際
に
お
い
て
も
や
は
り
城
柵

と
柵
戸
と
は
相
互
に
協
力
し
あ
う
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
同
様
の
関
係
は
、
城
柵
と
夷
俘
と
の
間
に
も
存
在
し
た
こ
と
が
確
認

で
き
、
そ
れ
が
次
に
掲
げ
る
秋
田
城
の
停
廃
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。

	
【
史
料
10
】『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
八
月
乙
夘(

二
十
三
日)

条

	
出
羽
国
鎮
狄
将
軍
軍
安
倍
朝
臣
家
麻
呂
等
言
、
狄
志
良
須
俘
囚
宇
奈
古

	

等
款
曰
、
己
等
拠
二
憑
官
威
一
、
久
居
二
城
下
一
。
今
此
秋
田
城
、
遂
永
所
レ

	

棄
歟
。
為
レ
番
依
レ
旧
還
レ
保
乎
者
。（
下
略
）
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こ
の
史
料
で
は
秋
田
城
の
停
廃
に
つ
い
て
、
城
付
属
の
夷
俘
で
あ
っ
た
と
み

ら
れ
る
志
良
須
と
宇
奈
古
ら
が
、
自
ら
は
朝
威
に
頼
っ
て
秋
田
城
下
に
居
住
し

て
い
た
と
し
、
秋
田
城
の
存
続
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
志
良
須
ら

も
ま
た
、
有
事
に
お
い
て
は
停
廃
前
の
秋
田
城
か
ら
保
護
を
受
け
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
が
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
城
柵

の
一
類
型
と
し
て
確
認
さ
れ
る
三
重
構
造
城
柵
で
あ
る
（
第
３
図
）。
こ
れ
は

伊
治
城
や
払
田
柵
な
ど
に
み
ら
れ
る
構
造
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
二
重
構
造
に

加
え
、
柵
戸
や
夷
俘
の
居
住
域
と
み
ら
れ
る
箇
所
を
区
画
施
設
で
囲
ん
だ
三
重

構
造
を
有
す
る
城
柵
で
あ
る
（
村
田
二
〇
〇
四
）。
こ
う
し
た
構
造
は
蝦
夷
に

よ
る
攻
撃
の
激
化
を
受
け
て
登
場
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
事
は
城
柵
の
維

持
に
お
い
て
、
特
に
柵
戸
や
夷
俘
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
秋
田
城
の
放
棄
を

め
ぐ
っ
て
出
羽
鎮
狄
将
軍
で
あ
っ
た
安
部
家
麻
呂
が
「
夫
秋
田
城
者
、
前
代
将

相
僉
議
所
レ
建
也
。
禦
レ
敵
保
レ
民
」
と
発
言
し
て
お
り

１
２

、
城
柵
の
守
る
べ
き

対
象
を
民
と
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
両
者
を
比
較
し
た
場
合
、
有
事
を
除
い
て
人
的
・
物
的
資
源
を
あ

ま
り
必
要
と
し
な
い
鞠
智
城
な
ど
の
古
代
山
城
と
、
蝦
夷
と
境
を
接
し
、
不
安

定
な
地
域
に
置
か
れ
る
城
柵
と
の
間
で
は
、
そ
の
経
営
体
制
に
大
き
な
差
異
が

存
在
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

⑶
鞠
智
城
の
管
理
体
制

　

次
に
鞠
智
城
の
管
理
・
経
営
体
制
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
鞠
智
城
は
次
の

『
続
日
本
紀
』
の
記
事
よ
り
、
初
め
て
そ
の
姿
が
史
料
上
に
登
場
す
る
。

	

【
史
料
11
】『
続
日
本
紀
』
文
武
二
年
五
月
甲
申
（
二
十
五
日
）
条

	

令
三
大
宰
府
繕
二
治
大
野
、
基
肄
、
鞠
智
三
城
一
。

　

こ
の
史
料
で
は
文
武
二
年
（
六
九
八
）
に
大
野
城
・
基
肄
城
・
鞠
智
城
の
三

城
を
大
宰
府
に
繕
治
さ
せ
た
と
あ
り
、
こ
の
時
の
鞠
智
城
が
大
宰
府
の
管
理
下

に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

ま
た
律
令
制
下
に
入
っ
た
山
城
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
職
員
令
70
大
宰
府
条

に
大
宰
帥
の
職
掌
に
「
城
牧
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
大
宰
府
が
直
接

の
管
理
を
担
当
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
先
ほ
ど
の
【
史
料
５
】
お

よ
び
【
史
料
６
】
は
山
城
で
あ
る
鞠
智
城
に
も
適
用
さ
れ
得
る
ゆ
え
、
城
柵
同

第3図　　三重構造城柵 （伊治城 ）
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様
、
鞠
智
城
に
も
城
の
鑰
を
掌
る
「
鞠
智
城
主
」
が
存
在
し
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る

１
３

。

　

ま
た
、
大
宝
律
令
の
施
行
と
共
に
軍
団
兵
士
制
が
成
立
す
る
が
（
橋
本

一
九
九
〇
）、
軍
防
令
に
は
「
凡
城
隍
崩
頽
者
、
役
二
兵
士
一
修
理
。」
と
あ
り

１
４

、こ
の
「
城
隍
」
は
古
代
山
城
や
城
柵
、水
城
を
指
す
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

古
代
山
城
に
は
軍
団
兵
士
が
上
番
し
た
と
み
ら
れ
る
（
鈴
木
二
〇
一
〇
）。

⑷
鞠
智
城
の
経
営
基
盤

　

鞠
智
城
の
経
営
基
盤
と
な
る
物
的
資
源
に
つ
い
て
、
城
内
の
貯
水
池
か
ら
次

の
札
付
木
簡
（
荷
札
木
簡
）
が
出
土
し
て
い
る
事
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
【
史
料
12
】　

鞠
智
城
跡
出
土
木
簡

　
　
　
　
「
・
秦
人
忍
□

〔
米
カ
〕 

　

五
斗
」　

一
三
四
×
二
六
×
五　

〇
三
二

　

こ
の
木
簡
は
七
世
紀
第
３
四
半
期
か
ら
八
世
紀
第
４
四
半
期
の
層
か
ら
出
土

し
て
お
り
、（
熊
本
県
教
育
委
員
会
二
〇
一
四
）
秦
人
忍
な
る
人
物
に
よ
っ
て

鞠
智
城
に
米
五
斗
が
貢
納
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
特
に
木
簡
に
は
国
名
・
郡
名
・

郷
名
の
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
、
米
は
鞠
智
城
と
同
じ
菊
池
郡
内
か
ら
貢
納
さ

れ
た
と
み
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
鞠
智
城
の
経
営
に
お
い
て
、
必
要
な
物
資
等
は

現
地
の
菊
池
郡
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
（
佐
藤
二
〇
一
四
）。

特
に
こ
れ
は
米
が
重
貨
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
鞠
智
城
の
よ
う
な
地
形
的
に
運
粮

の
負
担
が
大
き
い
地
域
へ
の
輸
送
負
担
を
極
力
減
ら
す
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
有
事
に
際
し
て
は
、
迅
速
か
つ
大
量
に
軍
粮
の
確
保

が
必
要
と
な
る
た
め
、
そ
う
し
た
面
で
、
菊
鹿
盆
地
で
生
産
さ
れ
る
軍
粮
等
を

得
や
す
い
菊
池
郡
か
ら
の
供
給
が
選
択
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

一
方
、
鞠
智
城
に
お
い
て
経
営
に
必
要
な
人
的
資
源
が
ど
の
よ
う
に
供
給
さ

れ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
蝦
夷
支
配
の
拠
点
で
あ
る
城
柵
と
比
べ
、

古
代
山
城
で
あ
る
鞠
智
城
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
平
時
に
は
多
く
の
人
員
を
必

要
と
し
な
い
た
め
、
上
番
す
る
軍
団
兵
士
が
こ
れ
ら
を
供
給
し
た
と
推
測
さ
れ

る
。

⑸
両
者
の
管
理
・
経
営
体
制
の
比
較

　

両
者
の
比
較
か
ら
ま
ず
分
か
る
こ
と
と
し
て
、
城
柵
に
は
城
司
制
が
敷
か
れ

て
お
り
、
か
つ
人
的
・
物
的
資
源
を
あ
る
程
度
自
給
自
足
で
き
る
な
ど
、
組
織

と
し
て
の
自
律
性
が
高
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
は
熊
谷
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
城
柵
が
蝦
夷
と
境
を
接
す
る
不
安
定
な
地
域
で
の
運
用
を
想
定
し
た

組
織
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
（
熊
谷
一
九
九
〇
）。

　

一
方
鞠
智
城
に
つ
い
て
は
、
物
的
資
源
が
現
地
の
菊
池
郡
か
ら
供
給
さ
れ
る

点
で
、
城
柵
と
の
間
に
共
通
点
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
鞠
智
城
は
地
域
的
に
安

定
し
た
肥
後
国
内
に
あ
り
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
大
宰
府
を
中
心
と
す
る

対
外
防
衛
体
制
の
中
、
大
宰
府
の
管
理
・
指
揮
下
で
の
運
用
が
想
定
さ
れ
て
い

た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
鞠
智
城
に
つ
い
て
は
特
に
組
織
と
し
て
の
自
律
性

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

し
か
し
Ⅳ
期
に
入
る
と
、
こ
う
し
た
鞠
智
城
の
管
理
・
経
営
体
制
に
つ
い
て

は
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
変
化
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳

し
く
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
鞠
智
城
に
お
け
る
管
理
・
経
営
体
制
の
変
化

⑴
Ⅳ
期
に
お
け
る
鞠
智
城
の
管
理
体
制
の
変
化

　

Ⅳ
期
に
入
っ
た
鞠
智
城
で
は
、
貯
水
池
が
一
部
埋
没
を
始
め
、
城
と
し
て
の
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機
能
の
低
下
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
管
理
の
在
り
方
に
変
化
が
生
じ
る
。
さ

ら
に
建
物
の
大
型
化
が
み
ら
れ
、
こ
の
頃
よ
り
鞠
智
城
は
食
糧
等
の
備
蓄
機
能

を
主
と
す
る
施
設
へ
と
変
化
し
て
い
く
（
熊
本
県
教
育
委
員
会
二
〇
一
二
）。

　

ま
た
、
鞠
智
城
の
管
理
体
制
に
つ
い
て
い
え
ば
、
次
の
二
史
料
よ
り
、
鞠
智

城
の
管
理
の
中
心
は
、
こ
の
頃
ま
で
に
大
宰
府
か
ら
肥
後
国
・
菊
池
郡
へ
と
移

動
し
た
と
み
ら
れ
る
。

	

【
史
料
13
】『
文
徳
実
録
』
天
安
二
年
（
八
五
八
）
閏
二
月
丙
辰
・
丁
巳
条

	

肥
後
国
言
、
菊
池
城
院
兵
庫
皷
自
鳴
。
丁
巳
。
又
鳴
。

	

【
史
料
14
】『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
三
月
十
六
日
条

	

（
上
略
）
又
肥
後
国
菊
池
郡
城
院
兵
庫
戸
自
鳴
。

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
鞠
智
城
の
兵
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
た
鼓
が
ひ
と
り
で
に

鳴
っ
た
と
す
る
怪
異
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
【
史
料
13
】
に
お

い
て
、
鞠
智
城
の
怪
異
を
報
告
し
た
の
が
、
大
宰
府
で
は
な
く
肥
後
国
で
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
鞠
智
城
の
管
理
主
体
は
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
大

宰
府
か
ら
肥
後
国
へ
と
移
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る 

。
ま
た
、【
史
料

14
】
に
て
鞠
智
城
が
「
菊
池
郡
城
院
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
鞠
智

城
が
菊
池
郡
と
深
い
関
わ
り
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
変

化
は
、
鞠
智
城
が
直
ち
に
大
宰
府
の
管
理
下
を
離
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
い
も
の
の

１
６

、
そ
の
経
営
に
肥
後
国
及
び
菊
池
郡
が
深
く
関
与
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
変
化
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

⑵
経
営
基
盤
の
変
化

　

管
理
体
制
の
変
化
は
現
地
管
理
の
面
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
頃
の
鞠

智
城
の
出
土
土
器
の
変
遷
を
み
る
と
、
城
を
管
理
す
る
人
々
の
数
及
び
そ
の
性

格
に
つ
い
て
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。（
第
１
表
）
す
な
わ
ち

Ⅳ
期
が
始
ま
る
八
世
紀
第
３
四
半
期
に
お
い
て
、
鞠
智
城
か
ら
出
土
す
る
土
器

の
中
心
は
須
恵
器
で
あ
り
、
な
か
で
も
熊
本
県
荒
尾
市
周
辺
に
位
置
す
る
荒
尾

窯
跡
で
生
産
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
須
恵
器
が
数
多
く
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
九
世
紀
第
１
・
２
四
半
世
紀
に
入
る
と
、
土
器
全
体
の
出
土
数
が
大
き
く
減

少
す
る
と
と
も
に
、
須
恵
器
の
出
土
が
確
認
さ
れ
な
く
な
り
、
か
わ
っ
て
土
師

器
が
出
土
土
器
の
中
心
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
変
化
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ

れ
ら
土
師
器
に
は
在
地
的
な
様
相
を
も
つ
も
の
が
多
数
み
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の

性
格
の
変
化
が
確
認
さ
れ
る
（
熊
本
県
教
育
委
員
会
二
〇
一
二
）。
こ
う
し
た

出
土
土
器
の
数
量
お
よ
び
構
成
の
変
化
を
め
ぐ
っ
て
は
、
変
化
が
生
じ
る
九
世

紀
第
１
四
半
期
が
、
大
宰
府
管
内
に
お
け
る
軍
団
兵
士
の
定
員
が
大
幅
に
削
減

さ
れ
る
時
期
と
一
致
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

前
章
三
節
で
先
述
し
た
よ
う
に
、
律
令
制
下
に
お
い
て
古
代
山
城
に
は
、
軍

団
兵
士
の
上
番
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
軍
団
兵
士
制
は
全
国
的
に
は
延
暦
十
一

年
（
七
九
二
）
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
の 

、
辺
要
と
さ
れ
た
大
宰
府
管
内
諸
国

で
は
、
九
世
紀
に
入
る
ま
で
は
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
こ
の
間

に
大
宰
府
管
内
の
軍
団
兵
士
の
定
員
に
つ
い
て
は
大
き
な
変
動
は
な
か
っ
た
と

さ
れ
る
（
山
内
一
九
七
〇
）。
し
か
し
弘
仁
四
年
（
九
一
三
）
に
至
り
、
大
宰

府
管
内
の
軍
団
兵
士
は
そ
の
定
員
を
一
挙
に
削
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

れ
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

	

【
史
料
15
】『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
四
、
弘
仁
四
年
八
月
九
日
太
政
官
符
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太
政
官
符

	
応
レ
減
二
定
諸
国
兵
士
一
事

	
合
兵
士
一
万
七
千
一
百
人

	

減
二
八
千
一
百
人
一　
　

定
二
九
千
人
一

	

筑
前
国
四
千
人　
　
　
　

団
四　

	

減
二
二
千
人
一　
　
　
　

定
二
二
千
人
一
団
別
五
百
人

　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

	

肥
後
国
四
千
人　
　
　
　

団
四

	

減
二
二
千
人
一　
　
　
　

定
二
二
千
人
一

	

右
被
二
右
大
臣
宣
一
偁
、
奉
レ
勅
、
兵
士
之
設
本
備
二
非
常
一
、
辺
戍
之
要
莫

	

レ

大
レ

於
レ

此
。
誠
須
下

蓄
レ

力
養
レ

鋭
姦
究
是
防
、
以
レ

逸
待
レ

労
当
中

彼

	

機
急
上
。
今
聞
、
府
国
之
吏
或
非
二
其
人
一
、
既
違
二
公
憲
一
擅
二
役
私
門
一
。	

	

名
是
兵
士
、
実
同
二
役
夫
一
、
身
力
疲
弊
不
二
足
為
一
レ
兵
。
雖
レ
有
二
非
常

	

一
、
何
能
得
レ
支
。
今
区
寓
又
寧
、
中
外
無
レ
事
、
多
置
二
戍
兵
一
、
徒
利
二

	

貪
吏
一
。
静
言
レ
於
レ
此
為
レ
弊
良
深
。
宜
下
留
二
其
強
壮
者
一
、
余
皆
依
レ	

	

件
減
却
上
。（
中
略
）
自
今
以
後
、
不
レ
得
レ
差
二
役
非
理
之
事
一
、
府
国
軍

	

毅
私
二
役
一
人
已
上
者
、
依
二
天
平
勝
宝
五
年
十
月
廿
一
日
格
一
、
解
二
却

	

見
任
一
永
不
二
選
用
一
。

	

弘
仁
四
年
八
月
九
日

　

こ
の
弘
仁
四
年
の
太
政
官
符
で
は
、
軍
団
兵
士
は
本
来
有
事
に
備
え
る
べ
き

と
こ
ろ
、
今
は
府
国
官
人
に
私
役
さ
れ
る
こ
と
で
疲
弊
し
て
い
る
と
し
、
そ
の

原
因
が
「
中
外
無
レ
事
」
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
徒
に
兵
を
多
く
配
備
し
て
い

る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
官
符
で
は
、
軍
団
兵
士
の
定
員
を
そ
れ

ま
で
の
一
七
一
〇
〇
人
か
ら
九
〇
〇
〇
人
へ
と
削
減
し
、
今
後
は
府
国
官
人
や

軍
毅
に
よ
る
軍
団
兵

士
の
私
役
を
禁
止
す

る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
軍
備
縮
小
に

よ
っ
て
は
、
鞠
智
城

が
所
在
す
る
肥
後
国

で
も
軍
団
兵
士
の
定

員
が
、
そ
れ
ま
で
の

四
千
人
か
ら
二
千
人

へ
と
半
減
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
官
符
で
は
、

定
員
を
削
減
す
る
一

方
、
そ
の
結
番
や
上

番
日
数
に
つ
い
て
は

言
及
が
み
ら
れ
ず
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は

変
更
が
加
え
ら
れ
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
時
の
軍
備
縮
小
に
よ
っ
て
は
、
鞠
智
城
に
上
番
す
る
軍
団
兵
士
の
兵
員

数
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
の
減
員
が
な
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
特
に
先
に

見
た
九
世
紀
第
１
四
半
期
の
土
器
の
減
少
は
、
鞠
智
城
に
上
番
す
る
軍
団
兵
士

が
こ
の
時
に
減
少
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
九
世
紀
第

１
四
半
期
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
須
恵
器
に
代
わ
っ
て
、
在
地
的
な
要
素
を
含
む

土
師
器
が
出
土
土
器
の
中
心
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、

こ
の
頃
に
鞠
智
城
に
出
入
す
る
人
々
の
性
格
に
も
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ

第 1表　　鞠智城跡出土土器の時期別数量比較図
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せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
岡
田
有
矢
氏
の
研

究
で
あ
る
。
岡
田
氏
は
Ⅳ
期
よ
り
出
土
す
る
土
師
器
に
は
調
理
具
で
あ
る
甕
や

甑
が
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
Ⅳ
期
の
鞠
智
城
に
城
内
居
住
者
が

ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
城
が
周
辺
集
落
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し

て
い
る
（
岡
田
二
〇
二
一
）。
ま
た
、
海
野
聡
氏
は
鞠
智
城
の
建
物
配
列
の
規

格
性
や
精
度
か
ら
、
建
物
の
造
営
に
在
地
系
や
肥
後
国
の
技
術
が
用
い
ら
れ
た

と
推
測
し
て
い
る
（
海
野
二
〇
一
四
）。

　

そ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
が
、九
世
紀
後
半
の
大
野
城
に
お
け
る
城
の
管
理
・

経
営
体
制
で
あ
る
。
大
野
城
は
鞠
智
城
と
同
時
期
に
築
城
、
繕
治
さ
れ
、
そ
の

後
は
鞠
智
城
と
同
様
、
城
内
に
倉
庫
群
が
形
成
さ
れ
、
食
糧
備
蓄
能
力
を
主
と

す
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
そ
の
管
理
・
経
営
の
面
で
鞠
智
城
と
共
通
点
が
多
い

(

横
田
一
九
八
三)

。
よ
っ
て
大
野
城
の
現
地
管
理
か
ら
は
、
こ
の
頃
の
鞠
智

城
の
現
地
管
理
と
の
共
通
点
が
見
出
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
注

目
し
た
い
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

	

【
史
料
16
】『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
、
貞
観
十
八
年
三
月
十
三
日
太
政	

	

官
符

	

太
政
官
符

	

応
三
大
野
城
衛
卒
粮
米
依
レ
旧
納
二
城
庫
一
事

	

右
参
議
権
帥
従
三
位
在
原
朝
臣
行
平
起
請
偁
、
被
二
太
政
官
貞
観
十
二
年	

	

二
月
廿
三
日
符
一
偁
、
参
議
従
四
位
上
行
大
弐
藤
原
朝
臣
冬
緒
起
請
偁
、

	

除
二
五
使
料
一
之
外
、
庸
米
并
雑
米
総
納
二
税
庫
一
、
毎
月
下
行
。
若
非
レ

	

有
二
判
行
一
、
輙
以
下
用
、
監
当
之
官
准
レ
法
科
レ
罪
。
官
符
之
旨
固
有
レ

	

宜
レ
然
。
但
至
二
于
件
城
一
、
城
辺
人
居
、
或
屋
舎
頽
毀
、
或
人
跡
断
絶
、	

	

仍
問
二
城
司
等
一
、
申
云
、
此
城
衛
卒
卌
人
、
粮
米
毎
月
廿
四
斛
、
元
来

	

納
二
城
庫
一
。
爾
時
城
庫
辺
百
姓
等
、
遂
二
往
還
之
便
一
、
求
二
売
買
之
利
一
。	

	

従
レ
納
二
税
庫
一
以
来
、
人
衆
無
レ
到
、
売
買
失
レ
術
。
百
姓
逃
散
、
惣
而
由

	

レ
此
者
。
夫
守
レ
城
在
レ
人
、聚
レ
人
在
レ
食
。
望
請
、件
粮
米
特
納
二
城
庫
一
者
。

	

右
大
臣
宣
、
奉　
レ
勅
、
依
レ
請
。

	

貞
観
十
八
年
三
月
十
三
日

　

こ
の
太
政
官
符
は
、
参
議
権
帥
在
原
行
平
の
起
請
を
受
け
て
、
貞
観
十
八

年(

八
七
六)

三
月
十
三
日
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
行
平
の
起
請
に
よ
る

と
、
貞
観
十
二
年
二
月
二
十
三
日
の
太
政
官
符
に
て
、
大
宰
府
の
五
使
料
を
除

く
庸
米
及
び
雑
米
は
す
べ
て
大
宰
府
の
税
庫
に
納
め
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
毎
月
取

り
出
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
と
こ
ろ
、
大
野
城
周
辺
で
人
の
往
来
が
途
絶
え
た
と

い
う
。
行
平
が
そ
の
理
由
を
大
野
城
司
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
大
野
城
で
は
元
来
、

上
番
し
て
い
る
衛
卒
四
十
人
分
の
粮
米
二
十
四
斛
を
城
庫
に
納
め
て
い
た
と
い

い
、
そ
の
売
買
を
求
め
て
城
庫
周
辺
に
居
住
す
る
百
姓
等
が
大
野
城
と
の
間
を

行
き
来
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
貞
観
十
二
年
の
官
符
に
よ
っ
て
、
粮
米

が
城
庫
に
納
め
ら
れ
な
く
な
る
と
、
売
買
が
望
め
な
く
な
っ
た
百
姓
た
ち
は
逃

散
し
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
た
。
そ
こ
で
貞
観
十
八
年
の
官
符
に
よ
っ
て
は
、
大

野
城
で
は
旧
制
に
復
し
て
、
再
び
粮
米
を
城
庫
に
納
め
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。

　

こ
こ
に
引
用
さ
れ
る
貞
観
十
二
年
二
月
二
十
三
日
の
太
政
官
符
は
、『
日
本

三
代
実
録
』
の
同
日
条
に
そ
の
全
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る 

。
こ
れ
に
よ
る
と
、

貞
観
十
二
年
以
前
に
て
、
大
宰
府
管
内
の
雑
米
・
庸
米
は
、
諸
司
・
諸
所
へ
と

直
接
納
入
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
未
進
や
欠
負
の
有
無
に
よ
っ
て
諸
司
・
諸

所
間
で
の
財
政
状
況
に
格
差
を
生
じ
さ
せ
、
加
え
て
納
入
を
監
督
す
る
府
官
人

に
よ
る
不
正
が
生
じ
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
貞
観
十
八
年
の
官
符
に
引
用

さ
れ
る
出
納
方
式
に
改
め
た
こ
と
で
、
財
政
の
均
等
化
と
管
理
の
厳
格
化
を
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図
っ
た
が
、
行
平
は
こ
の
方
式
に
よ
る
弊
害
が
大
野
城
で
生
じ
て
い
る
と
し
て
、

そ
の
窮
状
を
訴
え
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た

１
９

。

　

こ
の
官
符
よ
り
、
こ
の
頃
の
大
野
城
に
は
衛
卒
四
十
人
が
上
番
し
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
衛
卒
は
天
長
三
年(

八
二
六)

に
大
宰
府
管
内
で
軍
団
兵

士
制
が
廃
止
さ
れ
る
に
際
し
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た
選
士
・
統
領
制
に
て
、
新

設
さ
れ
た
兵
種
で
あ
る

２
０

。
こ
の
時
衛
卒
は
「
富
饒
遊
手
之
児
」
か
ら
な
る

選
士
一
七
二
〇
人
（
う
ち
大
宰
府
上
番
が
四
〇
〇
人
）
と
と
も
に
、
二
〇
〇

人
が
置
か
れ
、
そ
の
職
掌
は
「
此
府
者
九
国
二
嶋
之
所
二
輻
湊
一
、
夷
民
往
来
、

盗
賊
無

レ
時
、
追
捕
拷
掠
可
レ
有
二
其
備
一
、
加
以
兵
馬
廿
疋
、
飼
丁
草
丁
、
貢

上
染
物
所
、
作
紙
所
、
大
野
城
修
理
等
、
旧
例
皆
以
二
兵
士
一
充
。」
と
さ
れ
、

以
前
に
軍
団
兵
士
が
担
っ
て
い
た
雑
役
を
担
う
と
さ
れ
た
。
特
に
こ
の
雑
役
の

中
に
は
「
大
野
城
修
理
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
大
野
城
の
衛
卒
に
つ
い
て

は
主
と
し
て
城
の
管
理
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
貞
観
十
八
年
の
官
符
に
よ
っ
て
は
、
百
姓
ら
と
の
粮
米
の
売
買
を
復
活

さ
せ
る
こ
と
で
、
彼
ら
を
大
野
城
周
辺
へ
と
連
れ
戻
す
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
官
符
で
は
「
夫
守
レ
城
在
レ
人
、
聚
レ
人
在
レ
食
。」
と

し
て
お
り
、
こ
れ
を
軍
事
的
な
意
味
で
捉
え
、
有
事
に
お
け
る
城
の
防
衛
戦
力

と
し
て
、
百
姓
ら
の
徴
発
を
目
的
と
し
た
措
置
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
が
あ
る

（
鈴
木
二
〇
一
〇
）。

　

九
世
紀
に
お
け
る
大
宰
府
管
内
に
て
、
弘
仁
四
年
の
軍
備
縮
小
以
降
、
新
羅

に
対
す
る
警
戒
感
が
高
ま
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
九
世
紀
の
西
海
道
諸
国
で

は
、
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
に
新
羅
賊
船
が
対
馬
嶋
に
来
着
し
た
の
を
皮
切
り

に
２
１

、九
世
紀
末
に
至
る
ま
で
、
頻
繁
に
新
羅
海
賊
が
近
海
に
出
没
し
、
在
地

社
会
と
の
間
で
衝
突
を
生
じ
た
。
特
に
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
に
新
羅
船
が

博
多
津
に
侵
入
し
、
豊
前
国
の
年
貢
船
か
ら
絹
綿
を
略
奪
し
逃
亡
し
た
事
件
は

２
２

、
中
央
政
府
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
と
み
ら
れ
、
翌
年
に
か
け
て
大
宰

府
及
び
鴻
臚
館
の
防
衛
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る

２
３

。
さ
ら
に
九
世
紀
に
は
西

海
道
近
海
で
の
新
羅
商
人
の
活
動
も
活
発
化
し
て
お
り
、
同
時
期
の
西
海
道
諸

国
で
は
、
新
羅
に
対
す
る
警
戒
感
が
高
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
一
方
で
、
大
宰
府

管
内
の
兵
員
数
は
弘
仁
四
年
の
軍
備
縮
小
以
降
、
大
き
な
増
員
が
行
わ
れ
る
こ

と
は
無
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
こ
の
時
の
大
野
城
に
上
番
し
て
い
た
兵

士
が
わ
ず
か
に
衛
卒
四
十
人
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
、
そ
う
し
た

状
況
下
に
あ
っ
て
、
大
野
城
で
は
、
兵
士
と
し
て
の
使
役
目
的
か
ら
、
百
姓
の

定
住
が
必
要
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
私
見
で
は
、
こ
れ
ら
百
姓
は
城
の
管
理
な
ど
の
労
働
力
と
し
て
も
使

役
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。
特
に
軍
防
令
で
は
「
凡
城
隍
崩
頽
者
、
役
二
兵
士
一

修
理
。
若
兵
士
少
者
、
聴
レ
役
二
随
近
人
夫
一
。」
と
あ
り

２
４

、
上
番
し
て
い
る

兵
士
が
少
な
い
場
合
に
お
い
て
、
近
隣
の
人
夫
の
使
役
を
許
す
と
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
当
時
衛
卒
が
四
十
人
し
か
上
番
し
て
い
な
か
っ
た
大
野
城
に
お
い
て

は
、
城
周
辺
の
百
姓
が
城
の
防
衛
・
管
理
に
必
要
な
人
的
資
源
と
し
て
、
そ
の

定
住
が
促
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
話
を
鞠
智
城
に
戻
そ
う
。
先
の
事
例
は
大
野
城
の
事
例
で
は
あ
っ
た

も
の
の
、
出
土
土
器
の
質
的
な
変
化
や
、
弘
仁
四
年
の
軍
備
縮
小
の
の
ち
、
新

羅
に
対
す
る
警
戒
感
が
高
ま
っ
た
こ
と
か
ら
は
、
鞠
智
城
に
お
い
て
も
九
世
紀

第
１
四
半
期
以
降
、
城
の
経
営
に
必
要
な
人
的
資
源
が
周
辺
集
落
か
ら
供
給
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る

２
５

。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
時
よ
り
鞠
智
城
は
、
そ
の
経
営
基
盤
と
な
る

人
的
・
物
的
資
源
の
両
方
に
つ
い
て
、
城
周
辺
に
お
い
て
生
産
・
供
給
さ
れ
る

管
理
・
経
営
体
制
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
管
理
・
経
営

体
制
は
、
蝦
夷
支
配
を
自
律
的
に
展
開
で
き
る
よ
う
、
城
柵
に
設
け
ら
れ
た
管
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理
・
経
営
体
制
と
同
様
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
鞠
智
城
は
、
城
柵
と
同
様
、

自
律
性
を
有
す
る
組
織
と
し
て
再
編
成
さ
れ
た
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑶
九
世
紀
の
鞠
智
城

　

前
節
で
み
た
鞠
智
城
の
組
織
と
し
て
の
再
編
成
は
、
当
時
の
地
域
社
会
に
お

け
る
鞠
智
城
の
位
置
づ
け
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
九
世
紀
中
に
て
、
軍
団
兵
士
制
の
縮
小
か
ら
解
体
、
そ
し
て
選
士
・
統
領
制

へ
の
段
階
的
な
移
行
に
伴
う
兵
員
数
の
減
少
に
伴
っ
て
は
、
大
宰
府
管
内
で
の

有
事
に
お
け
る
拠
点
間
の
軍
粮
や
兵
員
な
ど
の
輸
送
は
も
は
や
困
難
に
な
っ
て

い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
再
編
後
の
鞠
智
城
は
、
人
的
・

物
的
資
源
を
あ
る
程
度
自
給
自
足
で
き
る
軍
事
拠
点
と
し
て
位
置
し
て
い
た
め
、

特
に
肥
後
国
内
に
お
い
て
そ
の
戦
略
的
な
位
置
づ
け
は
確
固
た
る
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
鞠
智
城
の
位
置
づ
け
を
踏
ま
え
た
上
で

注
目
し
た
い
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

	

【
史
料
17
】『
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
六
月
己
酉
条

	

（
上
略
）
大
宰
府
言
、
去
五
月
一
日
、
大
風
暴
雨
。
官
舍
悉
破
、
青
苗
朽
失
。

	

九
国
二
嶋
尽
被
二
損
傷
一
。
又
肥
後
国
菊
池
城
院
兵
庫
皷
自
鳴
。
同
城
不

	

動
倉
十
一
宇
火
。（
下
略
）

　

こ
の
史
料
は
天
安
二
年
（
八
五
八
）
に
、
鞠
智
城
内
に
あ
っ
た
不
動
倉
十
一

棟
が
焼
損
し
た
際
の
記
事
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
天
安
二
年
の
鞠
智
城
内
に
不
動

倉
が
十
一
宇
以
上
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

鞠
智
城
に
集
積
さ
れ
た
不
動
穀
の
用
途
に
つ
い
て
、
不
動
穀
は
非
常
の
備
え

と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
（
渡
邊
一
九
八
九
）、
こ
れ
ま
で
に
大
別
し
て
二
つ
の
説

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
不
動
穀
が
鞠
智
城
で
の
消
費
を
想
定
し
て
集

積
さ
れ
、
特
に
新
羅
の
攻
撃
に
備
え
た
籠
城
用
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る

（
鈴
木
二
〇
一
八
・
藤
井
二
〇
二
三
）。
ま
た
も
う
一
つ
は
、
不
動
穀
を
大
宰
府

の
「
独
自
財
源
」
と
す
る
な
ど
、
そ
の
用
途
に
つ
い
て
、
西
海
道
諸
国
で
の
利

用
を
目
的
と
し
た
と
す
る
説
で
あ
る
（
向
井
二
〇
一
四
）。
ま
た
、
こ
う
し
た

視
点
か
ら
は
、
稲
穀
を
敢
え
て
険
し
い
土
地
に
築
か
れ
た
鞠
智
城
に
集
積
す
る

理
由
と
し
て
、
災
害
や
略
奪
か
ら
守
る
「
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
す
る
説

が
示
さ
れ
て
い
る
（
赤
司
二
〇
一
四
）。

　

本
稿
の
視
点
か
ら
は
、
こ
れ
ら
不
動
穀
は
籠
城
用
の
食
糧
で
あ
っ
た
と
考
え

る
。
特
に
【
史
料
８
】
で
み
た
よ
う
に
、
城
柵
の
事
例
に
お
い
て
城
柵
は
経
営

を
維
持
す
る
に
あ
た
っ
て
、
経
営
基
盤
で
あ
る
柵
戸
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
り
、

有
事
に
お
い
て
は
柵
戸
を
城
内
に
収
容
し
、
食
料
を
与
え
る
こ
と
で
こ
れ
を
保

護
し
た
。

　

す
る
と
、
城
柵
と
同
様
の
経
営
体
制
を
と
る
鞠
智
城
に
つ
い
て
も
、
有
事
に

お
い
て
は
経
営
維
持
の
た
め
に
、
周
辺
集
落
や
菊
池
郡
の
人
々
を
城
内
に
収
容

し
、
食
糧
を
供
給
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
鞠
智
城
の

不
動
穀
に
つ
い
て
は
や
は
り
籠
城
時
の
食
糧
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

結
局
、
九
世
紀
の
肥
後
国
に
お
い
て
、
新
羅
が
侵
攻
す
る
事
態
は
発
生
せ
ず
、

十
世
紀
に
入
っ
て
新
羅
へ
の
警
戒
感
が
薄
れ
て
い
く
中
、
鞠
智
城
も
そ
の
役
割

を
終
え
、
十
世
紀
半
ば
に
廃
絶
へ
と
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
東
北
に
お
け
る
城
柵
と
の
比
較
か
ら
、
鞠
智
城
の
機
能
及
び
社
会

的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
こ
の
う
ち
一
章
で
は
、
鞠
智
城
の
立

地
に
お
け
る
設
置
目
的
お
よ
び
そ
の
機
能
に
つ
い
て
、
城
柵
の
軍
事
機
能
お
よ

び
支
援
機
能
に
つ
い
て
比
較
検
討
を
行
っ
た
。
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そ
こ
で
、
鞠
智
城
の
支
援
機
能
に
つ
い
て
は
直
線
距
離
に
て
六
二
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
距
離
に
あ
る
大
宰
府
に
対
し
て
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
一
〇
〇
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
薩
摩
地
域
に
対
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。
ま
た
、

有
明
海
方
面
か
ら
侵
入
す
る
敵
に
対
す
る
鞠
智
城
の
軍
事
機
能
に
つ
い
て
、
鞠

智
城
と
同
じ
く
交
通
の
要
衝
に
位
置
し
た
由
理
柵
と
覚
鱉
城
の
事
例
よ
り
、
鞠

智
城
に
お
い
て
も
軍
事
機
能
を
有
し
た
と
推
測
し
た
。

　

ま
た
、
築
城
当
初
の
鞠
智
城
と
城
柵
と
の
管
理
・
経
営
体
制
に
つ
い
て
比
較

検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
城
柵
は
不
安
定
な
地
域
で
の
運
用
を
想

定
し
、
有
事
に
は
自
律
的
な
組
織
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
鞠
智
城
の
場
合
は
、
大
宰
府
の
指
揮
・
管
理
下
に
て
機
能
す
る
こ
と

を
想
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
自
律
的
な
組
織
と
し
て
機
能
は
有
し
て
い
な
か
っ

た
と
し
た
。

　

そ
し
て
、
九
世
紀
に
お
け
る
鞠
智
城
の
機
能
変
化
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、

大
宰
府
管
内
に
お
け
る
軍
備
縮
小
と
、
新
羅
に
対
す
る
警
戒
感
の
高
ま
り
の
中
、

鞠
智
城
が
新
た
に
周
辺
集
落
を
経
営
基
盤
に
取
り
入
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
そ
こ
で
鞠
智
城
で
は
人
的
・
物
的
資
源
の
自
給
自
足
が
可
能
な
自
律
的
な

組
織
へ
と
再
編
成
さ
れ
、
肥
後
国
に
お
け
る
対
新
羅
用
の
軍
事
拠
点
と
し
て
機

能
し
た
と
結
論
付
け
た
。

１ 

『
養
老
令
』
職
員
令
70
大
国
条
。
な
お
「
饗
給
」
は
『
大
宝
令
』
で
は
「
撫
慰
」
と
さ
れ
た
。

２ 

『
日
本
書
紀
』
大
化
四
年
是
歳
条
。

３ 

『
日
本
後
紀
』
延
暦
廿
四
年
十
二
月
壬
寅
条
。

４ 

弘
仁
二
年
閏
二
年
閏
十
二
月
十
一
日
の
水
害
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
た
志
波
城
に
代
わ
っ

て
（『
日
本
後
紀
』
閏
二
年
閏
十
二
月
辛
丑
条
）、
徳
丹
城
が
造
営
さ
れ
た
の
が
最
後
と
な
る
。

５ 

こ
れ
ら
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
木
崎
二
〇
一
四
。

６ 

玉
造
塞
は
大
崎
市
の
名
生
館
官
衙
遺
跡
Ⅳ
期
に
あ
っ
た
玉
造
柵
が
、
同
市
の
宮
沢
遺
跡
へ

と
八
世
紀
後
半
に
移
転
し
た
際
に
改
名
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
（
柳
澤
二
〇
〇
七
）。

７ 

な
お
多
賀
城
と
胆
沢
城
と
の
間
に
は
、
承
平
四
年
ま
で
玉
造
塞
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
た
め
、
二
年
後
の
こ
の
時
に
も
存
続
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
玉

造
塞
に
比
定
さ
れ
る
宮
沢
遺
跡
は
九
世
紀
中
葉
に
廃
絶
し
て
お
り
、
か
つ
史
料
に
は
玉
造
塞

へ
の
言
及
が
一
切
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
に
お
い
て
玉
造
塞
は
既
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
（
鈴
木
一
九
九
八
・
二
〇
一
六
）。

８ 

玉
造
塞
か
ら
子
波
（
志
波
）
へ
の
軍
粮
輸
送
に
お
い
て
も
「
粮
運
有
レ
艱
」
と
い
っ
た
状

況
が
生
じ
て
い
た
（『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
六
月
庚
辰
条
。

９ 

『
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
六
月
廿
六
日
条
。

１
０ 

公
民
身
分
で
あ
る
た
め
、
移
配
に
伴
っ
て
数
年
間
の
給
復
を
受
け
た
の
ち
は
通
常
の
公

民
と
同
様
に
税
負
担
の
義
務
を
負
っ
た
。

１
１ 

『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
元
年
七
月
己
卯
、
同
四
年
七
月
甲
申
条
。

１
２ 

『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
八
月
乙
夘
条
。

１
３ 

な
お
大
野
城
に
お
い
て
は
「
大
野
城
司
」
と
い
う
官
司
が
存
在
し
た
こ
と
が
『
類
聚
三

代
格
』
巻
十
八
、
貞
観
十
八
年
三
月
十
三
日
太
政
官
符
よ
り
確
認
で
き
る
。

１
４ 

『
養
老
令
』
軍
防
令
53
城
隍
条
。『
大
宝
令
』
に
も
同
様
の
条
文
が
あ
っ
た
こ
と
が
『
令

集
解
』
賦
役
令
37
雑
徭
条
古
記
か
ら
確
認
で
き
る
。

１
５ 

同
様
の
指
摘
は
、
貞
観
十
二
年
に
お
い
て
大
宰
府
が
大
野
城
の
器
仗
を
管
理
す
る
一
方
、

鞠
智
城
の
器
仗
は
管
掌
し
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
西
本

二
〇
一
五
）。

１
６ 

（
佐
藤
二
〇
一
四)

や
（
里
舘
二
〇
一
九
）
は
大
宰
府
を
最
上
位
と
し
て
肥
後
国
や
菊
池

郡
が
管
理
に
参
加
す
る
重
層
的
な
管
理
体
制
が
取
ら
れ
た
と
す
る
。

１
７ 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
八
、
延
暦
十
一
年
六
月
七
日
太
政
官
符
。
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１
８ 

『
三
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
二
月
廿
三
日
条
。

１
９ 

な
お
、
大
野
城
の
粮
米
が
大
宰
府
の
府
庫
に
納
め
ら
れ
て
い
る
事
や
、
大
宰
権
帥
で
あ

る
行
平
が
そ
の
窮
状
を
訴
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
の
大
野
城
は
大
宰
府
が
管
轄
し
て

い
た
と
み
ら
れ
る
。

２
０ 

『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
八
、
天
長
三
年
十
一
月
三
日
太
政
官
符
。

２
１ 

『
日
本
三
代
実
録
』
弘
仁
三
年
正
月
甲
子
条
。

２
２ 

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
六
月
十
五
日
条
。

２
３ 

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
十
二
月
五
日
条
、
同
月
廿
八
日
条
、『
類
聚
三
代
格
』

巻
一
八
、
貞
観
十
二
年
十
二
月
廿
八
日
太
政
官
符
。

２
４ 

注
14
参
照
。

２
５ 

な
お
大
野
城
で
見
ら
れ
た
衛
卒
は
、
そ
の
職
掌
が
「
大
野
城
城
修
理
」
と
あ
り
、
上
番

す
る
山
城
が
大
野
城
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
鞠
智
城
に
は
上
番
し
て
い
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
鞠
智
城
で
は
衛
卒
が
上
番
し
な
い
分
、
城
の
管
理
・
経
営
に
必
要
な

人
的
資
源
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
を
周
辺
集
落
か
ら
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
大
野
城
に
お
け
る
倉
庫
群
の
高
い
規
格
性
が
鞠
智
城
に
お
い
て
み
ら
れ
な
い
理
由
に

つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
衛
卒
の
有
無
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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